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財務諸表の位置付けについて 

 

独立行政法人通則法（抄） 

 

 

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価） 

第三十二条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に

おける業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。 

２ 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及

び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度に

おける業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならな

い。 

３ 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法

人及び政令で定める審議会（以下「審議会」という。）に対して、その評価の

結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要が

あると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧

告をすることができる。 

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通

知に係る事項（同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知

に係る事項及びその勧告の内容）を公表しなければならない。 

５ 審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があ

ると認めるときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。 

 

 

（財務諸表等） 

第三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の

処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの

附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後道

三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、

これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書

を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見（次条の規定に

より会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監

事及び会計監査人の意見。以下同じ。）を付けなければならない。 

３ 主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あ

らかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 



（資料２） 

 2

４ 独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅

滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告

書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、

主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 


